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 初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成29年３月10日 

                                     佐賀県公安委員会委員長  溝  上  泰  弘    

 佐賀県公安委員会規則第３号 

   初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則の一部を改正する規則 

 初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則（平成２年佐賀県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （講習終了証書の交付）  （講習終了証明書の交付） 

第６条 指定講習機関は、講習を終了した者に対し、初心運転者講

習終了証書（様式第５号）を交付しなければならない。 

第６条 指定講習機関は、講習を終了した者に対し、初心運転者講

習終了証明書（様式第５号）を交付しなければならない。 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

講習項目 講習内容 

１ 略  

２ 所内コースにおけ

る運転演習 

(1) 略 

(2) 危険の予知・危険の判断の実地

訓練 

３ 路上における運転

演習 

(1)・(2) 略 

(3) 路上運転についての話合い（原

付特別訓練） 

 

４ 危険予知訓練 (1) 安全運転ディスカッション 

(2) 危険の予知・判断能力の向上 

 

 

５ 略  
 

講習項目 講習内容 

１ 略  

２ 所内コースにおけ

る運転演習 

(1) 略 

(2) 危険予測・判断の実地訓練 

 

３ 路上における運転

演習 

(1)・(2) 略 

(3) 路上運転についての話合い 

 

(4) 原付特別訓練（所内コース） 

４ 危険予測訓練 (1) 危険予測ディスカッション 

(2) 危険予測・判断能力の向上 

(3) 危険を予測した運転 

(4) 危険予測ディスカッション 

５ 略  

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 
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改正前 改正後 

 略 

 略 

講習の種類  略 

 略  
 

 略 

 略 

免許の種類  略 

 略  

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

 略 

 下記の者に対して、道路交通法第108条の２第１項第10号に規

定する講習を実施するよう通知する。 

番

号 

氏名 

生年月日 
住所 

免許

種別

免許証

番号 

講習指定

年月日 

 略 
 

 

 略 

 下記の者に対して、道路交通法第108条の２第１項第10号に掲

げる講習を実施するよう通知する。 

番

号 

氏名 

生年月日
住所 

性

別

免許

種別

免許証

番号 

講習指定

年月日 

 略 

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

 略 

  住所 

市     町 

 

郡     村 

大字      番地 

  氏名            ㊞ 男・女    

 略 

受講区分 
 

  普通車講習            円 

受講する欄に

○印を記入す

ること。 

 略 

 

 略 
 

 略 

  住所 

 

 

 

 

  氏名              男・女    

 略 

受講区分 
 準中型車講習           円 

 普通車講習            円 

受講する欄に

○印を記入す

ること。 

 略 

 

 略 

  注 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署  
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改正前 改正後 

名することができる。 

様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 

 略 

住所 

市 町 

郡 村 

大字 番地 

  氏名 ㊞ 男・女 

 略 

 略 

住所 

  氏名 男・女 

 略 

  注 納付者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署

名することができる。 

様式第５号（第６条関係） 様式第５号（第６条関係） 

 略 

初心運転者講習終了証書 

 略 

講習の種類 

 上記の者は、    年  月  日道路交通法第108条の２

第１項第10号に規定する講習を終了した者であることを証明す

る。 

 略 

 略 

初心運転者講習終了証明書 

 略 

免許の種類

 上記の者は、    年  月  日道路交通法第108条の２

第１項第10号に掲げる講習を終了した者であることを証明する。 

 略 

様式第６号（第７条関係） 様式第６号（第７条関係） 

 略 

指定講習機関

管理者

 印 

 略 

指定講習機関名

管理者

 印 
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改正前 改正後 

 下記の者に対して道路交通法第108条の２第１項第10号に規定

する講習を終了したことを報告する。 

番

号 

氏名 

生年月日
住所 

性

別 

講習の

種類 

免許証

番号 

講 習

指 導

員名

通 知

書 到

達日

 略 
 

 

 下記の者に対して道路交通法第108条の２第１項第10号に掲げ

る講習を    年  月  日に終了したことを報告する。 

番

号 

氏名 

生年月日
住所 

性

別

免許の

種類 

免許証

番号 

講 習

指 導

員名

効 果

測 定

結果 

 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成29年３月12日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則の規定により交付された初心運

転者講習終了証書は、この規則による改正後の初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則の規定により交付された初心運転者

講習終了証明書とみなす。 


